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会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役石黒訓氏の兼務先である佐川急便株式会社、森下仁丹株式会社、株式

会社大紀アルミニウム工業所と当社とは特別な利害関係はありません。それ

以外には当社との人的関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。

・監査役柴芳浩氏は、いざなみ税理士法人に所属しておりますが、同法人と当

社との間には、取引関係はありません。また、同氏は当社と顧問契約を締結

しておりましたが、2024年１月に当該顧問契約は終了しております。それ以

外には当社との人的関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。

・監査役前川宗夫氏は、当社と顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の

弁護士でありますが、当社が当事務所に支払う顧問報酬は、過去３年間のい

ずれの事業年度においても年間500万円未満であり、双方において大きな影響

を与える取引関係にありません。それ以外には当社との人的関係、取引関係

その他特別な利害関係はありません。

・監査役津野友邦氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同

法人と当社との間には、取引関係はありません。それ以外には当社との人的

関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
主な活動状況と社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 石黒 訓

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、長年
監査法人の代表として培った経験や、公認会計士として多
数の企業会計監査に従事した経験から、業務執行を行う経
営陣に対して独立した立場で監督・助言を行い、取締役会
の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

監査役 柴 芳浩
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会13回
のうち13回に出席し、会計に関する相当の知見や知識、医
療業界に関する経験に基づき発言を行っております。

監査役 前川 宗夫
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会13回
のうち13回に出席し、主に弁護士としての専門的な見地か
らの発言を行っております。

監査役 津野 友邦

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査役会13回
のうち13回に出席し、公認会計士、税理士としての財務及
び会計に関する豊富な知識、経験に基づき発言を行ってお
ります。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。
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会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2）会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の額 24百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 24

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要

な検証を行い、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を

行っております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とするこ

とといたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総

会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための

体制」の運用状況

(1) 「業務の適正を確保するための体制」についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のと

おりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会

社法第362条第４項第６号）

・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関す
る重要な事項を決定する。

・取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システ
ムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

・取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役を置く。
・取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の

監督を行っている。
・取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受け

る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則

第100条第１項第１号）

株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報について
は、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録
し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見
直し等の改善をする。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施

行規則第100条第１項第３号）

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営
に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１回開催す
るほか、必要に応じて臨時開催する。

・業務執行に係る重要事項や業績報告等の情報共有を行うために、各部署責任者
等で構成される幹部会議を原則毎月１回開催する。

・取締役は、ＩＴを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報
把握に努める。

― 4 ―



④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会

社法施行規則第100条第１項第４号）

・代表取締役は、経営管理部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命
し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、監査
役、内部監査室と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を
継続的に行える体制を推進・維持する。

・万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス
委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される
体制を構築する。

・取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」
を定める。

・内部監査室は「内部監査規程」に基づき、法令及び定款のみならず、社内規
程・ルールの順守状況につき監査をしている。

・当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路
のほか、社内外（常勤監査役・内部監査担当・弁護士）に匿名で相談・申告で
きる「よろず相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

⑤ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項

第２号）

・代表取締役は、内部監査室長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク
管理委員会を設置させる。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその
評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リス
クを最小限に抑える体制を構築する。

・リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リス
クに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定め
る。

⑥ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則

第100条第１項第５号）

「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営管理部長が統括す
る。経営管理部長は、関係会社に対し、毎月、職務執行のモニタリングを行
い、必要に応じて取締役会への報告を行う。その毎月の関連会社の職務執行の
モニタリング及び取締役会への報告等により、①関係会社の損失の危険の管理
体制、②業務の適正かつ効率的な運用、③関連会社の取締役等及び使用人の職
務の執行が法令及び定款に適合することの確保を図る。
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⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（会社法施行規則第100条第

３項第１号、会社法施行規則第100条第３項第２号、会社法施行規則第100条第

３項第３号）

・当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査
役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができ
る。

・補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたもの
とし、取締役の指揮命令は受けない。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制並びにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第

４号、会社法施行規則第100条第３項第５号）

・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締
役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要
事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。

・取締役及び使用人は、当社及びグループ会社の重要な決定事項、重要な会計方
針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監
査役に報告する。

・取締役及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみや
かに監査役に報告する。

・グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、重要な決定事項、重要な会計方
針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項、会
社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、不正行為等に関する報告を求めら
れたときは、すみやかに監査役に報告する。

・上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受ける
ことがないよう規程を整備する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項（会社

法施行規則第100条第３項第６号）

監査役がその職務を執行するにあたり要する費用については原則会社が負担す
るものとする。
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⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施

行規則第100条第３項第７号）

・監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実
施する。

・監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携
を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要
求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底
するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生
時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速や
かに対処できる体制を整備する。

(2) 「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要

当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間（当事業年度の末

日から遡って１か年）における実施状況の概要は次のとおりであります。

・取締役会を13回開催し、経営方針の策定等、経営に関する重要事項を決定し、
月次の経営業績を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性
の観点から審議いたしました。

・監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議へ
の出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等
の遵守について監査を行いました。

・コンプライアンス委員会を４回、リスク管理委員会を４回開催し、各担当取締
役及び各部長より、コンプライアンスの徹底、リスクの未然防止について全社
的な情報共有を行いました。

会社の支配に関する基本方針
記載すべき事項はありません。
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連結株主資本等変動計算書

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 847 1,945 34,952 △1,497 36,247

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △732 △732

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

6,112 6,112

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 23 24 48

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - 23 5,380 24 5,428

当 期 末 残 高 847 1,969 40,332 △1,473 41,675

その他の包括利益
累計額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 183 183 36,431

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △732

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

6,112

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 48

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

36 36 36

当 期 変 動 額 合 計 36 36 5,464

当 期 末 残 高 220 220 41,896

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 株式会社エスエスネット

② 非連結子会社の数及び非連結子会社の名称

非連結子会社の数 １社

非連結子会社の名称 株式会社エスエスサポート

連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ

していないため連結の範囲から除いております。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社

該当事項はありません。

② 持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社

会社等の名称 株式会社エスエスサポート

持分法を適用しない理由 持分法を適用していない会社は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外の

もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

２）棚卸資産

・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産 主に定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～50年

構築物 10年～45年

工具器具備品 ２年～20年

２）無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、借地権については契約期間に基づく定額法によって

おります。また、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

③ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、医療情報システム関連事業を主たる事業としており、顧客との契約から生じ

る収益に関して、主にソフトウェア売上、ハードウェア売上、保守サービス売上に区分しており

ます。これらの区分における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する時点）は以下のとおりであります。

（ソフトウェア売上）

ソフトウェア売上は、主にオーダリングシステム、電子カルテシステムをはじめとした医療情

報システムの提供で構成されています。これらの売上については、システムが稼働し顧客が検収

した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（ハードウェア売上）

ハードウェア売上は、主に医療情報システムの導入に伴い必要となるサーバー及びＰＣ等の仕

入れ販売で構成されています。これらの売上については、商品を顧客に引き渡し、顧客が検収し

た時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（保守サービス売上）

保守サービス売上は、主に当社が提供する医療情報システムの保守サービスの提供で構成され

ています。保守サービスの提供については、契約期間にわたってサービスの提供を行っており、

期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法 連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費

用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包

括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日) 及び「税効果会計に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日) を当連結会計年度の期首か

ら適用しております。これによる連結計算書類への影響はありません。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,251百万円

(2) 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。
投資有価証券 20百万円

４．連結損益計算書に関する注記

(顧客との契約から生じる収益)

売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の金額であり、顧客との契約から生じる収

益以外の収益は含まれておりません。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,488,000株 －株 －株 5,488,000株

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 257,090株 25株 4,200株 252,915株

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加25株は、単元未満株式の買取による取得であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少4,200株は、譲渡制限付株式報酬のための自己株式の処

分によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2025年１月24日開催の第56回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 732百万円

・１株当たり配当額 140円

・基準日 2024年10月31日

・効力発生日 2025年１月27日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

・配当の原資 利益剰余金

・配当金の総額 837百万円

・１株当たり配当額 160円

・基準日 2025年10月31日

・効力発生日 2026年１月26日

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業運営上必要な設備投資計画に照らして、当該必要資金以外の一時的な余資

を安全性の高い金融資産に限定して運用しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、合同運用指定金

銭信託であり、短期間で決済されるため、価格変動リスクは低いと判断しております。また、投資

有価証券は主に投資信託及び業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

営業債務である買掛金、並びに未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

１）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、販売管理規程に沿って与信管理を行い、リスク低減を図っております。

また、個別に回収期日及び残高を管理し、回収期日の大幅な遅延が懸念される取引相手の早

期把握を図っております。

２）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価を把握し、継続的なモニタリングを行っております。

３）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しており

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。

連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券 434 434 －

(注) １．「現金及び預金」「売掛金」「有価証券」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税

等」「預り金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも

のであることから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結

貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度(百万円）

非上場株式 20

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 73 － － 73

投資信託 360 － － 360

資産合計 434 － － 434
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(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

株式は、上場株式であり相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１に分類しております。

投資信託は、公表されている基準価額等によっており、活発な市場における無調整の相場価

格を利用できるものはレベル１に分類しております。

７．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

ソフトウェア ハードウェア 保守サービス その他 合計

一時点で移転さ

れる財又はサー

ビス

11,845 17,914 － 1,240 31,001

一定の期間にわ

たり移転される

財又はサービス

－ 1,214 10,083 － 11,297

顧客との契約から

生じる収益
11,845 19,129 10,083 1,240 42,298

外部顧客への売上

高
11,845 19,129 10,083 1,240 42,298

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

に関する注記 (4) 会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から、翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 4,700 9,750

契約負債 322 290

(注) 当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

170百万円であります。
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② 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであり

ます。なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法

を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりませ

ん。

（単位：百万円）

金額

１年以内 1,726

１年超２年以内 1,439

２年超３年以内 1,123

３年超 1,947

合計 6,237

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 8,002円96銭

(2) １株当たり当期純利益 1,167円88銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

― 17 ―



株主資本等変動計算書

( 2024年11月１日から
2025年10月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 847 1,010 934 1,945 11 3,900 30,503 34,415

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △732 △732

当期純利益 5,953 5,953

自己株式の取得

自己株式の処分 23 23

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

当期変動額合計 - - 23 23 - - 5,221 5,221

当 期 末 残 高 847 1,010 958 1,969 11 3,900 35,725 39,636

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △1,497 35,711 167 167 35,878

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △732 △732

当期純利益 5,953 5,953

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 24 48 48

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

30 30 30

当期変動額合計 24 5,269 30 30 5,299

当 期 末 残 高 △1,473 40,980 197 197 41,178

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(ⅰ)子会社株式 移動平均法による原価法

(ⅱ)その他有価証券

・市場価格のない株式等以外の

もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産

・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～50年

構築物 10年～45年

工具器具備品 ２年～20年

② 無形固定資産 定額法

なお、借地権については契約期間に基づく定額法によって

おります。また、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社は、医療情報システム関連事業を主たる事業としており、顧客との契約から生じる収益に関

して、主にソフトウェア売上、ハードウェア売上、保守サービス売上に区分しております。これら

の区分における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時

点）は以下のとおりであります。

（ソフトウェア売上）

ソフトウェア売上は、主にオーダリングシステム、電子カルテシステムをはじめとした医療情

報システムの提供で構成されています。これらの売上については、システムが稼働し顧客が検収

した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（ハードウェア売上）

ハードウェア売上は、主に医療情報システムの導入に伴い必要となるサーバー及びＰＣ等の仕

入れ販売で構成されています。これらの売上については、商品を顧客に引き渡し、顧客が検収し

た時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（保守サービス売上）

保守サービス売上は、主に当社が提供する医療情報システムの保守サービスの提供で構成され

ています。保守サービスの提供については、契約期間にわたってサービスの提供を行っており、

期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包

括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日) 及び「税効果会計に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日) を当事業年度の期首から適

用しております。これによる計算書類への影響はありません。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,207百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権 短期金銭債権 15百万円

(3) 関係会社に対する金銭債務 短期金銭債務 96百万円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

(1) 営業取引（収入分） 7百万円

(2) 営業取引（支出分） 603百万円

(3) 営業取引以外の取引（収入分） 48百万円

(4) 営業取引以外の取引（支出分） －百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 257,090株 25株 4,200株 252,915株

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加25株は、単元未満株式の買取による取得であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少4,200株は、譲渡制限付株式報酬のための自己株式の処

分によるものであります。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 87百万円

売掛金 6百万円

前受金 11百万円

未払金 179百万円

減価償却費償却超過額 442百万円

譲渡制限付株式報酬 16百万円

その他 10百万円

繰延税金資産合計 755百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △72百万円

繰延税金負債合計 △72百万円

繰延税金資産の純額 683百万円

７．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表の「１．重要な会計方針に係る事項に関する

注記 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 7,865円83銭

(2) １株当たり当期純利益 1,137円51銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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